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長野県北部の地震にかかる災害救助法の適用について
（第１報）

１ 災 害 の 概 要

長野県北部の地震により、長野県及び新潟県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受

けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、長野県及び新潟県は災害救助法の適用を決

定した。

災害救助法
法適用日 被害の状況等 備 考

適用市町村

【長野県】

下水内郡栄村 3月12日 ３月１２日の地震発生後、余震が続いており、多

（しもみのちぐんさかえむら） 数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるお

それが生じ、避難して継続的に救助が必要となって

いる。

【新潟県】

十日町市（とおかまちし） 3月12日

上越市（じょうえつし） 〃

中魚沼郡津南町 〃

（なかうおぬまぐんつなんまち）

２ 今までにとられた措置

・避難所の設置 等
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